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●見直しの方針・進め方

（１）見直しの方針

適切な施設規模と配置がなされること及び都市全体で必要となる緑量等が確保される

ことを原則とするが、現在の社会経済情勢等を勘案しつつ、次の観点に留意し、計画的に

見直しを進めるものとします。

① 公園・緑地の機能及び地域特性を踏まえた見直し

環境保全、景観形成、防災、レクリエーション等、都市計画公園・緑地が持つ機能や役

割を十分に考慮する。また、都市や地域の特性を踏まえ見直しを行います。

② 住民の意向を踏まえた見直し

パブリックコメントや説明会の開催等、住民への周知及び意見を反映させるための措置

を十分行い、地域住民の意向を踏まえた見直しを行います。

（２）見直しの進め方

下記により、都市計画公園・緑地に関する都市計画の見直しを行います。

●運用上の留意事項

このガイドラインは、本県において共通する見直しにあたっての基本的な考え方をとりま

とめたものであり、各市町村が地域特性等を勘案し、地権者をはじめとする住民等の理解を

得ながら運用されることが望まれます。

また、見直しは速やかに行い、その後も社会経済状況を踏まえ実施するものとします。

住民との合意形成

・住民参加の検討会

・住民主体のまちづくり協議会

・ＰＩ

（パブリックインボルブメント）

・ＰＣ（パブリックコメント）

・住民による都市計画提案制度

・住民説明会     など

都市計画の手続

見直し案の検討

ステップ１

都市における公園・緑地の現況及び将来都市像の把握

ステップ３

都市計画公園・緑地の評価、検討

（必要性・実現性・代替機能の有無などの検討）

ステップ４

都市計画の見直し案の検討

ステップ２

見直し対象施設の抽出

現計画を継続

して整備･保全

現計画のまま

存続

計画見直し

（変更又は廃止）


